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綾町職員採用試験
　綾町職員採用試験を次のとおり行います。詳細は役場ホームページに掲載している実施要領をご確
認ください。

採用予定人員と受験資格

　※社会人枠の職務経験について
①　「民間企業などにおける 3 年以上の職務経験」とは、土木に関する工事の計画・設計・施工

管理などの職務経験が民間企業や自治体などで週 30 時間以上の勤務を 1 年以上継続して就
業した期間が令和 3 年 4 月 1 日現在で通算しておおむね 3 年以上あり、即戦力として活躍
できることを指します。

②　職務経験のうち複数の 1 カ月未満の就業日がある場合は、その端数を合算し 30 日をもって
1 カ月とします。

③　職務経験の確認のため、最終合格発表後に職歴証明書などの提出をする必要があります。職
務経験期間の証明ができない場合は採用されません。

応募方法・受付期限
　原則としてインターネットでの応募のみ受け付けます。システムのガイドに沿っ
て 8 月 2 日（月）の午後 5 時 15 分までに応募してください。詳しくは右のＱＲコー
ドから綾町役場ホームページをご覧ください。なお、インターネットによる応募が
難しい場合は総務係にお問い合わせください。

試験日程・会場

　※災害などによる試験日程の変更など緊急の連絡がある場合は、綾町役場ホームページに掲載することがあります

■問い合わせ先／総務係　☎７７－１１１２

職種 採用予定人員 受験資格

一般事務 若干名 平成 3 年 4 月 2 日～平成 16 年 4 月 1 日までに生まれた者

社会人
土木 1　人 昭和 56 年 4 月 2 日～昭和 62 年 4 月 1 日までに生まれた者で

民間企業などにおける 3 年以上の職務経験を有すること

日　程 場所 試験内容

一次
試験

9 月 19 日（日）
綾町役場

綾町大字南俣 515

一般事務 教養試験、職場適応性検査

社会人
土木

職務基礎力試験、職務適応性検査、
専門試験

二次
試験

10 月中旬予定
綾町役場

綾町大字南俣 515
作文試験、面接
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　一定の障がいがある 65 ～ 74 歳までの人は、申請により後期高齢者医療制度に加入することがで
きます。認定されると病院の窓口での負担が 1 割（一定以上の所得がある場合は 3 割）となります。
　なお、後期高齢者医療制度は、受けられる給付や支払う保険料などがそれまで加入していた健康保
険と異なりますので、詳しくは事前にご相談ください。

認定できる障害の範囲
　1．障がい年金などの受給者で国民年金証書 1、2 級の人
　2．身体障がい者手帳 1、2、3 級の人および 4 級の一部（音声機能・言語機能・下肢障がいの一　
　　　部）の人
　3．精神障がい者保健福祉手帳 1、2 級の人
　4．療育手帳Ａの人

申請に必要なもの
　障がい者手帳（年金証書）などの写し、現在お持ちの保険証

■問い合わせ先／福祉保健課　☎７７－１１１４

　65 歳以上（昭和 32 年 4 月 1 日以前に生まれた人）が対象で、無料で受診できます。近年は、結
核患者の多くを 80 歳以上が占めています。この機会にぜひ受診してください。
　受診票は自宅に郵送されます。届かない場合は健康センターへご連絡ください。ただし、肺がん CT
検診を受診した人には受診票は届きません。また、医療機関や勤務先などで受診した場合は、理由書
の提出をお願いします。

■問い合わせ先／健康センター　☎７７－０１９５

後期高齢者障がい認定について

結核（レントゲン）検診を行います　

日程 地区 場所 時間 日程 地区 場所 時間

8/25
（水）

上畑 上畑公民館 9:20～  9:50

8/30
（月）

陣之尾 陣之尾集会所跡 9:30～ 9:45

四枝 四枝公民館 10:00～10:30 倉輪 倉輪公民館 10:05～10:20

中堂 中堂公民館 10:40～11:10 二反野 二反野公民館 10:40～11:00

揚町 揚町公民館 13:15～14:00 宮谷 宮谷公民館 13:15～13:45

昭和 元町公民館 14:15～14:45 古屋 尾原公民館 14:00～14:50

8/26
（木）

宮原 宮原公民館 9:10～10:10

8/31
（火）

南麓

町文化ホール
入口

9:00～ 9:50

神下 神下公民館 10:25～11:25 立町 9:50～10:40

東中坪 東中坪公民館 13:45～14:15 西中坪 10:40～11:20

麓 麓公民館 14:30～15:50 全地区 13:20～14:50

8/27
（金）

久木野々 久木野々公民館 9:20～  9:35 車いすの人 14:50～15:10

北麓 北麓公民館 9:50～10:30

杢道 杢道公民館 10:45～11:25

竹野 ホルトノキ入口 13:30～13:40

尾立 尾立公民館 14:00～14;20

割付 割付ふれあい公園 14:40～15:00
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65歳以上の介護保険料を改定します
　65 歳以上（第 1 号被保険者）の介護保険料は、必要な介護サービス費用の見込みや 65 歳以上の人
口を基に 3 年ごとに見直されます。令和 3 年度～ 5 年度は下表のように改定となりました。

　高齢化が進み要介護の認定を受ける人が増加しているため、全国的に介護保険料が上昇しており、綾
町でも第 7 期（平成 30 年度～令和 2 年度）と比較し基準額が月額 400 円の増額となっています。介
護保険料の上昇を抑制するためには、一人ひとりが健康づくりを心がけ栄養バランスの良い食事や継
続的な運動など、介護予防に取り組むことが最も重要です。

■問い合わせ先／保健推進係　☎７７－１１１４

　新型コロナウイルス感染症の影響により、世
帯の生計維持者の死亡や、事業収入・給与収入
などが前年の収入と比較し 30％以上減収する
ことが見込まれることなど一定の要件に該当す
る場合は、介護保険料の減免または減額ができ
ます。
　詳しくは、役場ホームページをご覧いただく
か、保健推進係にお問い合わせください。

介護保険料はこのような事業にも使われています

体幹トレーニング（40歳以上が対象）、通所型サー
ビス「ミラクルジム」、いきいき百歳体操、成年
後見制度利用支援、認知症サポーター養成事業

感染症の影響による介護保険料の減免

保険料段階 対象者 保険料率 年額保険料
（月額）

第 1 段階

・生活保護を受けている人
・世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受けている人
・世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額＋課税年金

収入額が 80 万円以下の人

基準額× 0.3 22,300 円
（1,860 円）

第 2 段階 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額＋課税年金収
入額が 80 万円を超え 120 万円以下の人 基準額× 0.5 37,200 円

（3,100 円）

第 3 段階 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額＋課税年金収
入額が 120 万円を超える人 基準額× 0.7 52,000 円

（4,340 円）

第 4 段階 世帯の誰かに住民税が課税されているが本人は非課税で、前年
の合計所得金額＋課税年金収入額が 80 万円以下の人 基準額× 0.85 63,200 円

（5,270 円）

第 5 段階 世帯の誰かに住民税が課税されているが本人は非課税で、前年
の合計所得金額＋課税年金収入額が 80 万円を超える人 基準額 74,400 円

（6,200 円）

第 6 段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が 120 万円未満の人 基準額× 1.2 89,200 円
（7,440 円）

第 7 段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が 120 万円を超え、
200 万円未満の人 基準額× 1.25 93,000 円

（7,750 円）

第 8 段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が 200 万円を超え、
300 万円未満の人 基準額× 1.5 111,600 円

（9,300 円）

第 9 段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が 300 万円を超え、
410 万円未満の人 基準額× 1.55 115,300 円

（9,610 円）

第 10 段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が 410 万円以上の人 基準額× 1.8 133,900 円
（11,160 円）
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国民年金保険料免除などの申請について

養豚施設からの汚水流出に伴う水質調査の結果報告

　経済的な理由などで国民年金保険料を納付することが困難な場合には、保険料の納付が免除・猶予
となる「保険料免除制度」や「納付猶予制度」があります。保険料の免除や猶予を受けず保険料が納
め忘れの状態で、万一、障害や死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金・遺族基礎年金
が受けられない場合がありますので、宮崎年金事務所もしくは住民登録をしている市区町村役場の国
民年金担当窓口で申請を行ってください。申請書は、年金事務所または役場の窓口に備えてあります。
　令和 3 年度の免除申請の受付は 7 月 1 日から開始しています。令和 3 年 7 月分～ 4 年 6 月分まで
の期間を対象として審査します。申請は原則として毎年度必要です。
　また、法律の改正により、2 年 1 カ月前の月分までさかのぼって免除申請をすることができます。失
業などにより保険料の納付が経済的に困難になったものの、申請を忘れていたために未納期間を有し
ているという人は、年金事務所へお問い合わせください。

年金相談（予約先／ねんきんダイヤル ☎ 0570-054890）
　受付時間／月～金曜日の午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分
　場　　所／宮崎年金事務所（宮崎市天満 2-4-23）

■問い合わせ先／町民係　☎７７－３４６６

　2 月 14 日に尾立地区にある養豚施設の汚水が綾南川に流出したことに伴い、6 月 25 日に清水谷か
ら綾南川に注ぐ水を採取して水質調査を行いましたので結果を報告します。
　なお流出発覚後、綾町は公害防止協定に基づき、養豚施設の管理者であるＪＡ綾町に対し汚泥の早
急な除去を勧告するとともに、4 月に上畑・四枝地区の井戸水を採取して水質検査を実施、すでに安
全性を確認しています。こうした流出を防止するため、ＪＡ綾町と生産者および役場など関係機関で
養豚施設の浄化設備の適切な管理運営などについて協議を重ねていきます。

■問い合わせ先／生活環境係　☎７７－３４６５

検査項目 数値の説明
水質汚濁

防止法に基づく
排水基準※

6/25の
水質調査

数値

水素イオン濃度（pH） pH7が中性、７より大きいとアルカリ性、7より
小さいと酸性。 5.8～8.6 7.8

生物化学的酸素要求量（BOD) BODが高いと悪臭の発生などが現れる。
120mg／ℓ

以下
（日間平均）

3.0ｍｇ

浮遊物質量（SS） 水中に含まれる動植物プランクトンや、下水・
工場排水による有機物などの含有量。

150㎎／ℓ
以下

（日間平均）
1mg

大腸菌群数 し尿汚染の指標となる。今回の水質調査の数
値は、自然界に十分存在し得る数値。

3,000個／cm3

以下
（日間平均）

4,900個

※水質汚濁防止法に基づく排水基準とは、排水量50m3／日以上の特定事業場に適用されるものです
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下水道への接続をお願いします
　「名水百選のまち」「ユネスコ エコパークのまち」にふさわしい河川環境を守り、快適で衛生的な生
活を実現するために、下水道事業を推進しています。下水道整備区域（揚町、立町、麓、南麓、北麓、
神下、東中坪、西中坪、昭和）にお住まいの皆さんは、下水道の接続をお願いします。

下水道の役割
・・　　川や水路がきれいになります

トイレや台所、お風呂などの汚水が下水道で処理されるので、川や水路がきれいに
なります

・　・　まちがきれいになります
家庭などからの汚水が下水道管に流れるので、家の周りに汚れた水がたまることが
なく、まちが清潔になります

・　・　トイレを水洗化できます
水洗トイレを使用できるようになり、子どもやお年寄りも快適な生活ができるよう
になります

下水道の使用料
　下水道に接続すると、基本的に上水道の使用水量により下水道使用料が算出されます。

下水道接続工事は指定店で！
　下水道への接続工事は町の指定を受けた工事店でなければ行えません。接続工事の
見積もりは、指定工事店に依頼してください。町内の指定店は下表をご覧ください。
町外にも指定工事店があります。詳しくは上下水道係にお問い合わせください。

下水道排水設備等工事指定店（町内）

■問い合わせ先／上下水道係　☎７７－３４６７

使用水量
水道料金

（口径 13mm の場合）
下水道使用料 合　計

8㎥まで（基本料）    880 円 1,100円 1,980 円

10㎥のとき 1,140 円 1,360円 2,500 円

20㎥のとき 2,460 円 2,680円 5,140 円

工事店 電話番号 工事店 電話番号 工事店 電話番号

西郷設備工業 77-0389 尾原電気水道商会 77-0206 佐藤産業 77-2111

許斐建設 77-0171 冨川設備 30-7221 トクホ建設 77-0028

溝口建設 75-1088 綾友建設 77-1082 井沢建設 77-0176

長友組 77-0054 綾川建設 77-1772
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新型コロナウイルス感染症関連の給付金など

事業所支援給付金

失業者支援給付金

学生等給付金

国民健康保険の傷病手当金・傷病見舞金

農業経営安定対策（農業経営収入保険制度の加入促進による経営支援）

要件や申請に必要な書類など詳しくはお問い合わせください。
役場ホームページでも詳しく掲載しているほか、申請書類のダウンロードができます。
役場ホームページへは右のＱＲコードからアクセスしてください。

国民健康保険税の減免について
　新型コロナウイルス感染症の影響により、令和 3年 1月～ 12月の収入見込み額が令和 2年 1月
～ 12月の収入と比べ 30％以上減少する場合、国民健康保険税が減額または免除されることがあり
ます。申請方法や必要書類など詳しくは税務係（☎ 77-1113）へお問い合わせください。

対象／町内に商業・工業の事業所を持つ、または町内に住所を有する者で町外に商業・工業の事業
　　　所を持つ個人事業主および中小企業事業所
要件／令和3年4月または5月の事業収入が前年または前々年の同月比で20％以上減少している場合
給付額／従業員数が19人以下は10万円、20人以上～49人以下は30万円、50人以上は50万円
申請期限／11月1日（月）

対象／令和3年1月30日以降に感染症の影響で失業した人
要件／失業から申請日まで町内に住所があり、離職日以前に3カ月以上同一の事業者に雇用されて
　　　いた場合（正規・非正規雇用の別は問わない）
給付額／離職前3カ月の平均賃金額（上限10万円）
申請期限／令和4年2月28日（月）

対象／令和3年6月1日時点で保護者が町内に住所を有する学生の保護者
給付額／高校生など　1万円
　　　　大学生など　10万円（県外居住）、7万円（県内居住）、5万円（町内居住）
申請期限／11月1日（月）

対象／新型コロナウイルスの感染などの理由で療養のため働くことができなくなった国民健康保険
　　　の被保険者、個人事業主
要件／詳しくはお問い合わせください

補助額／保険料（令和4年1月～12月分）の2分の1（上限5万円）
要件／詳しくはお問い合わせください

内 容

内 容

内 容

内 容

内 容

■問い合わせ先／商工観光係　☎77-3464

■問い合わせ先／商工観光係　☎77-3464

■問い合わせ先／教育委員会　☎77-1183

■問い合わせ先／町民係　☎77-3466

■問い合わせ先／農林振興係　☎77-0100
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地域包括支援センター ☎77-3141

　日本人の 3 大死因は、がん・脳血管疾患・心疾患

です。脳血管疾患と心疾患を引き起こす動脈硬化の

原因には、生活習慣が深く関係しています。

あなたの血液はサラサラ？それともドロドロ？
・・　サラサラ血液　栄養成分や酸素を運ぶ赤血球が

スムーズに流れます。血管壁も柔軟で弾力性が

あります。

・・　ドロドロ血液　余分な血中脂質や糖分が血管壁

に沈着して血管内が狭まり、硬くもろくなって

います。赤血球がスムーズに流れず全身に必要

な成分が届けられません。

食生活で血液をサラサラに！
・・　食物繊維　便通を良くする、有害物質や老廃物

を除去するなどの重要な働きがあります。野菜

だけでなく、海藻やイモ類、果物にも含まれま

す。

・・　油脂　とり過ぎるとドロドロ血液に拍車をかけ

ますが、血液をサラサラにする働きを持つ油脂

もあります。上手に利用しましょう。

［適度にとりたい油］
オリーブ油・菜種油・ごま油・サラ
ダ油・青魚の油など

［控えたい油］
肉の脂身・ソーセージ・ベーコン・バ
ター・洋菓子などの動物性脂肪食品

・・　抗酸化食品　血中に脂質が増えすぎると活性酸

素と結びつき、悪玉コレステロールが劣化した

酸化LDLとなって動脈硬化が進みます。活性酸

素はがんや老化の原因でもあるので、次のよう

な食品を積極的にとりましょう。

［香りが強い野菜］
　ニンニク・タマネギ・ニラ・長ネギなど
［色の濃い野菜］
ニンジン・ピーマン・カボチャ・ブ
ロッコリー・ホウレンソウなど

［ねばねば食材］
　納豆・モロヘイヤ・オクラ・長イモなど
［酸味の強い果物］
　レモン・グレープフルーツ・イチゴ・キウイなど
［飲み物］緑茶

《参考》血液サラサラ健康学

　認知症サポーターは、認知症という病気について

理解し、認知症の人とその家族を応援する役割を担

います。

　綾町では、認知症サポーターを増やし、認知症の

人が安心して住み慣れた地域で暮らしていけるよ

う「認知症サポーター養成講座」を開講しています

（P17 に関連記事）。講座では、キャラバンメイトの

皆さんが講師を務め、座学や寸劇、ゲーム、ワーク

ショップなどを通して認知症の人への接し方や認知

症を予防する方法などを分かりやすく解説します。

　講座はこれまで小・中学校や自治公民館などで開

催されており、子どもから高齢者まで多くの人が受

講しています。開講を希望する場合は地域包括支援

センターへご連絡ください。

■対象／自治公民館、事業所、生徒・保護者向け学

習会など 10 人以上の団体・グループ

■時間／約 1 時間 30 分

■内容／認知症の症状、認知症の予防法、認知症の

人への接し方、脳トレ体操など（内容は受

講者の年齢などに合わせて構成します）

■講師派遣料・受講料／無料

　　　　※会場・備品使用料はご負担ください

■申込方法／まずは地域包括支援センターへお問い

合わせください

ありがとうございました

6 月に開講した講座のキャラバンメイトの皆さん
◆小規模多機能型居宅介護アミーチェ／山下さん

◆ケアプランぬくもり／福島さん、原口さん

◆綾町社会福祉協議会／渕本さん、井上さん、横山

　さん、野村さん、藤竹さん

認知症サポーター養成講座 血液サラサラ健康学
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健康センター ☎77-0195

無医地区巡回診療
広沢地区
　8月20日（金）12:00～12:45
倉輪地区
　8月20日（金）13:00～13:45

　発熱や倦怠感など風邪のような症状がある場合は、

まずかかりつけ医に電話で相談してください。

　かかりつけ医で診察ができない場合は、別の医療

機関を紹介されます。紹介された医療機関に電話で

相談し、受診してください。

　また、感染の疑いがある場合は家庭での感染対策

が重要です。個室で過ごす、家族とは別に食事をす

る、タオルや食器を家族と共用しないなどの対策を

お願いします。

受診や相談する機関に迷う場合
　新型コロナウイルス感染症受診・相談センター

　☎ 78-5670　FAX44-2616　（24 時間対応）

　申し込みをした人には事前に受診表を送ります。

届かない場合は健康センターへお問い合わせくださ

い。

成人健診・特定健康診査
　大腸がん・骨粗しょう症・前立腺がん・胃がん健診

（バリウム検査・ABC 検査）もあわせて実施します。

■日程／ 8 月 15 日（日）、16 日（月）

■対象／ 40 ～ 74 歳の国民健康保険加入者

フレッシュ健康診査
■日程／ 8 月 15 日（日）、16 日（月）

■対象／ 20 ～ 39 歳の町民

胃がん健診の実施医療機関が追加されます
　8 月から胃がん健診（胃内視鏡検査）の実施医療

機関が追加されることになりました。受診を希望す

る場合は、各種健診総合申込書に記入のうえお申し

込みください。

■追加医療機関／日高内科胃腸科　☎ 75-8500

　※火・木曜のみ（国富町大字本庄 4329）

　感染症対策のため予約制で行います。各相談・離

乳食教室の参加希望者は事前に電話でお申し込みく

ださい。

幼児歯科健診
■日時／ 8 月 2 日（月）午後 1 時～

■対象／平成 30 年 6、7、12 月生

　　　　平成 31 年 1 月生、令和元年 6、7 月生

　　　　令和 2 年 6、7 月生

乳児相談（おっぱい・育児相談）
■日時／ 8 月 5 日（木）午後 1 時 15 分～

■対象／乳児と母親

※乳児相談の希望者はバスタオルを、おっぱい相

談の希望者はタオルを持参すること

離乳食教室①（4 カ月児）
■日時／ 8 月 19 日（木）午後 1 時～

おっぱい相談
■日時／ 8 月 19 日（木）午後 1 時 30 分～

　※希望者はバスタオルとタオルを持参すること

3 歳 6 カ月児健康診査
■日程／ 8 月 20 日（金）

■対象／平成 29 年 12 月生、平成 30 年 1、2 月生

　　　　および未受診者

　熱中症は 7 月下旬～ 8 月上旬に増える傾向があり

ます。マスクを着用していることで体温調節がしに

くくなり、気付かないうちに脱水状態になることも

あります。暑さを避け、水分を取るなどの熱中症予

防をしながら、マスク着用や換気といった「新しい

生活様式」にも取り組みましょう。

・・　室温 28℃を目安にエアコンや扇風機をうまく　
　　使い、こまめに換気をしましょう
・・　のどが渇いてなくてもこまめに水分補給
・・　涼しい服装で過ごしましょう
・・　日よけ対策をしましょう
・・　日ごろから栄養バランスの良い食事と体力づく　
　　りに心がけましょう

子育てに関する相談など 新型コロナウイルス感染症の相談

今月の健診・検診

熱中症を予防しましょう
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子育て支援センター ☎77-1154

  4 日（水）　わくわく広場　

■時間／午前 9 時 30 分～ 11 時 30 分

■場所／子育て支援センター

■内容／色水あそび

きれいな色を水に混ぜたりして水あそびを楽しみ

ましょう。不思議な発見があるかもしれません。

プールも開放しています。水着、着替え、タオル、

水筒を持ってきてください。　

　

11 日（水）　親子教室「コアラ」
■時間／午前 9 時 30 分～ 11 時 30 分

■場所／子育て支援センター

■内容／シャボン玉・水鉄砲あそび

水あそびを大人も楽しみましょう！プールも開放

します。水着、着替え、タオル、水筒を持ってき

てください。

18 日（水）　ゆったり子育て教室
■時間／午前 9 時 30 分～ 11 時 30 分

■場所／子育て支援センター

■内容／お祭りごっこ

ヨーヨーすくい、魚つり、ゲーム、くじ引きなど

皆でお祭り気分を味わいましょう。

25 日（水）　誕生会
■時間／午前 10 時～ 11 時 30 分

■場所／子育て支援センター

■内容／ 8 月生まれのお友達の誕生会

対象者にはハガキでお知らせしています。ハガキ

が届かないときはご連絡ください。

　水あそびは健康な状態で行

いましょう。いつもと様子が

違ったり体調に心配なことが

あったりするときは、涼しい環

境の中でゆっくりと過ごすよ

うにしましょう。

□　体温は何度ですか？
□　食欲はありますか？　　
□　前日はよく眠りましたか？
□　目やに・充血はありませんか？
□　せき・鼻水は出ていませんか？
□　皮膚に異常はありませんか？

子育て支援センター（☎ 77-1154）
　経験豊富なスタッフが常駐し、親子遊びや誕生会、

講演会などの楽しい催しを行っています。また、一

時預かり保育（10 カ月～）や子育てに関する相談も

随時受け付けていますので、気軽にご利用ください。

あやっ子ケアルーム（☎ 77-3733）
　「子どもが急に発熱してし

まったけれど、仕事を休めな

い」。そんなときは、病児・

病後児保育施設「あやっ子ケ

アルーム」をご利用くださ

い。生後 6 カ月～小学 6 年

生までお預かりします。利用

には事前の登録が必要です。料金や利用方法など詳

しくはお問い合わせください。

8月の行事 水あそびＯＫ？　チェックリスト

ご利用ください！

今月のPHOTO

親子教室「コアラ」
親子でのびのびストレッチ

お誕生おめでとう
6月1日～30日に受付のあったお子さんです

　本 士温 ちゃん［男］ R3.5.22 生
（かたもと しおん） 保護者：敬大さん ［南麓］
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綾てるは図書館 ☎77-0180

夜の図書館
　夜の図書館で、夏にぴったりの怖いおはなしを聞

いてみませんか？

■日時／ 8 月 4 日（水）午後 6 時 30 分～ 7 時 30 分

■場所／学習・視聴覚室

■対象／幼児・小学生と保護者

■定員／ 20 人

■申込方法／ 7 月 31 日（土）までにカウンターも

しくは電話でお申し込みください

おはなし会　　　

■日時／毎週土曜日　午後 2 時～ 2 時 30 分

夏休みお役立ちＢＯＯＫ
　読書感想文・感想画の課題図書や自由研究、工作

の本を展示します。夏休みの宿題などに活用してく

ださい。　

■期間／実施中～ 8 月 25 日（水）

絵本テーマ展示
　夏にぴったりな怖いおはなしを集めます。

■期間／ 7 月 27 日（火）～ 8 月 22 日（日）

悲惨な戦争を語り継ぐ
　8 月 15 日の終戦記念日に合わせ戦争に関する本

を展示します。

■期間／ 8 月 10 日（火）～ 29 日（日）

「本日のメニューは。」　行成薫著

　県内の書店員を中心に文庫本の

中から選ばれた「宮崎本大賞」の

第 2 回受賞作です。

　入院中の父親に中華そばを出前

したい子どもたちが起こした奇跡、

マズメシ母に悩まされる女子高校

生とおむすび屋の女性店主との愛情…。おいしい料

理を取り巻く人間関係を描いた作品です。

※貸出中の場合は予約がおすすめです

　毎週土曜日の午後 2 時から開催している「おはな

し会」で、「絵本の会まんまる」「コッコさん」「穆
ぼくえん

園

おはなしの会」の 3 つのボランティア団体が季節の

本や名作絵本、紙芝居などを子どもたちに読み聞か

せしてくださっています。

　「絵本の会まんまる」は、読書活動を通して地域の

教育・文化の向上に貢献したことを評価され、県公

共図書館協議会から表彰されました。おめでとうご

ざいます。

　生の声で楽しむ絵本の世界。「おはなし会」にぜひ

お越しください！

　図書館では、換気や消毒などの対策をしています。

来館される場合はマスクの着用と手指の消毒、ソー

シャルディスタンスを保った利用をお願いします。

また、感染症の影響で催しなどが変更になる場合が

あります。ホームページで随時お知らせしますので

確認をお願いします・

図書館ＨＰのＵＲＬ　http://www.aya-lib.jp

8月の催し

テーマ展示

話題の本

読み聞かせボランティア

図書館での感染症対策（お願い）

おすすめの本

[ 一般書 ]
〇スマホ脳
〇弘前アップルパイレシピ
〇こころの散歩 五木寛之／著
〇沈黙の終わり　上・下 堂場瞬一／著
〇白鯨 夢枕獏／著
〇歴史探偵忘れ残りの記 半藤一利／著
〇コロナ時代のパンセ 辺見庸／著
〇小福ときどき災難 群ようこ／著

[ 児童書 ]
〇 NHK「香川照之の昆虫すごいぜ！」図鑑 VOL．1
〇おしりダンディ　ザ・ヤング
〇君はどんな大人になりたい？
〇俳句部、はじめました 神野紗希／著
〇ふしぎ駄菓子屋銭天堂 15 廣島玲子／著
〇これが鳥獣戯画でござる
〇地球がうみだす土のはなし

※ほかにもたくさんの本が入っています

毎週月曜日・10日（火）8月の休館日
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くらしの情報［ 8 月 ］

皆
さ
ん
の
あ
た
た
か
い

善
意
に
感
謝
し
ま
す

　

綾
町
お
で
か
け
バ
ス
カ
（
１
０

０
円
バ
ス
専
用
カ
ー
ド
）
の
特
設

交
付
手
続
き
を
行
い
ま
す
。
対
象

者
（
町
内
在
住
の
75
歳
以
上
）
に

は
事
前
に
資
格
証
を
送
付
し
て
い

ま
す
。
ま
だ
申
請
を
し
て
い
な
い

場
合
は
、
こ
の
機
会
に
手
続
き
を

お
願
い
し
ま
す
。

◎
受
付
日
時
／
７
月
29
日
（
木
）、

８
月
31
日
（
火
）
の
午
前
９
時

30
分
～
正
午

◎
場
所
／
宮
交
バ
ス
綾
待
合
所

※
右
の
日
時
以
外
は
宮
崎
駅
・
宮

交
シ
テ
ィ
の
バ
ス
セ
ン
タ
ー
で

手
続
き
で
き
ま
す

■
問
い
合
わ
せ
先
／

福
祉
・
児
童
家
庭
係

☎
77
‐
１
１
１
４

　

次
の
日
程
で
開
催
し
ま
す
。
感

染
症
の
拡
大
状
況
に
よ
り
会
場
や

開
催
日
を
変
更
す
る
可
能
性
が
あ

り
ま
す
。

◎
時
間
／
午
後
７
時
30
分
～
８
時

30
分

・・
２
日
（
月
）
宮
谷
公
民
館

・・
３
日
（
火
）
立
町
公
民
館

・・
５
日
（
木
）
揚
町
公
民
館

・・
６
日
（
金
）
中
堂
公
民
館

・・
10
日
（
火
）
四
枝
公
民
館

・・
11
日
（
水
）
上
畑
公
民
館

■
問
い
合
わ
せ
先
／

ま
ち
づ
く
り
推
進
係

☎
77
‐
３
４
６
４

　

防
災
行
政
無

線
で
放
送
さ
れ

た
内
容
は
、
電
話

に
よ
る
自
動
応

答
シ
ス
テ
ム（
☎
77
‐
３
５
０
０
）

で
も
確
認
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
防
災
行
政
無
線
で
発
信

さ
れ
た
情
報
を
メ
ー
ル
で
受
信
す

る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
登
録
は
右

の
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
を
読
み
込
ん
で
く

だ
さ
い
。
も
し
く
は
次
の
メ
ー
ル

ア
ド
レ
ス
に
空
メ
ー
ル
を
送
信
す

る
と
、
登
録
用
の
ペ
ー
ジ
が
案
内

さ
れ
ま
す
。

b
o
u
sai.aya-to

w
n
@

raid
en

2
.

ktaiw
o
rk.jp

■
問
い
合
わ
せ
先
／

危
機
管
理
係
☎
77
‐
１
１
１
２

　

農
業
委
員
会
で
は
農
地
の
あ
っ

せ
ん
を
し
て
い
ま
す
。
新
た
に

あ
っ
せ
ん
の
申
し
出
が
あ
っ
た
土

地
は
次
の
と
お
り
で
す
。な
お
、農

地
を
購
入
す
る
場
合
は
譲
り
受
け

の
条
件
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は

８
月
10
日
（
火
）
ま
で
に
各
地
区

の
農
業
委
員
・
農
地
利
用
最
適
化

推
進
委
員
ま
た
は
農
業
委
員
会
事

務
局
（
農
林
振
興
課
内
）
に
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◎
あ
っ
せ
ん
す
る
農
地
／
田
10

ア
ー
ル
（
麓
地
区
）

■
問
い
合
わ
せ
先
／

農
業
委
員
会
事
務
局

☎
77
‐
０
１
０
０

　

学
校
に
お
け
る
働
き
方
改
革
や

環
境
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
の
一
環
で
、

８
月
10
日
（
火
）
～
16
日
（
月
）
の

期
間
を
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
ウ
イ
ー
ク

と
し
て
学
校
を
閉
庁
し
ま
す
。
緊

急
の
連
絡
が
あ
る
場
合
は
、
14
日

（
土
）、
15
日
（
日
）
を
除
き
教
育

総
務
課
へ
お
電
話
く
だ
さ
い
。

■
緊
急
連
絡
先
／

教
育
総
務
課
☎
77
‐
１
１
８
３

　

検
査
を
希
望
す
る
人
は
前
日
ま

で
に
検
査
容
器
を
役
場
ま
で
取
り

に
来
て
く
だ
さ
い
。

◎
水
質
検
査
日
／
８
月
24
日（
火
）

◎
検
査
手
数
料
／
５
５
０
０
円

■
問
い
合
わ
せ
先
／

上
下
水
道
係
☎
77
‐
３
４
６
７

　

本
県
で
は
、
８
月
が
人
権
啓
発

強
調
月
間
と
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
期
間
は
、
人
権
の
大
切
さ
に

つ
い
て
考
え
る
き
っ
か
け
と
な
る

啓
発
事
業
が
行
わ
れ
て
お
り
、
そ

の
ひ
と
つ
と
し
て
「
夏
休
み
ふ
れ

あ
い
映
画
祭
」
が
県
内
各
地
で
開

催
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
綾
町
で
は

「
い
き
い
き
ふ
れ
あ
い
リ
レ
ー
啓

発
展
」
を
開
催
し
ま
す
。
ぜ
ひ
ご

覧
く
だ
さ
い
。

◎
期
間
／
８
月
26
日
（
木
）
～
９

月
７
日
（
火
）

◎
場
所
／
て
る
は
図
書
館

■
問
い
合
わ
せ
先
／

町
民
係
☎
77
‐
３
４
６
６

　

県
民
の
農
業
・
水
産
業
に
関
す

る
「
知
り
た
い
」「
伝
え
た
い
」
と

水
質
検
査

農
地
の
あ
っ
せ
ん

人
権
啓
発
強
調
月
間

お
知
ら
せ

１
０
０
円
バ
ス
カ
ー
ド

特
設
交
付
手
続
き

防
災
行
政
無
線
を

聞
き
逃
し
た
ら

小
・
中
学
校

リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
ウ
イ
ー
ク

ま
ち
づ
く
り
座
談
会（
８
月
）

綾
町
社
会
福
祉
協
議
会

（
6
月
1
日
～
30
日
受
付
分
）

綾
町
育
英
会

（
6
月
1
日
～
30
日
受
付
分
）

一
般
寄
付寄

付
者
／
物
品
（
地
区
名
）

松
元　

安
光
／
野
菜
（
中
堂
）

川
﨑　

信
一
／
野
菜
（
倉
輪
）

吐
師　

保
／
野
菜
（
宮
原
）

忌
明
寄
付

寄
付
者
／
物
故
者
（
地
区
名
）

野
畠　

孝
一
／
ハ
ツ
エ
（
揚
町
）

忌
明
寄
付

寄
付
者
／
物
故
者
（
地
区
名
）

坂
田　

公
子
／

　

吉
川　

ツ
ヤ
（
竹
野
）

清　

忠
幸
／
盈
子
（
神
下
）

野
畠　

孝
一
／
ハ
ツ
エ
（
揚
町
）

日
髙　

久
美
子
／
建
一（
東
中
坪
）

阿
万　

咲
子
／
ハ
ル
子
（
宮
原
）

外
山　

ア
ヤ
子
／
善
盟
（
立
町
）

宮
崎
県
農
業
・
水
産
業

ナ
ビ
開
設
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い
う
要
望
に
こ
た
え
る
ウ
ェ
ブ
サ

イ
ト
「
宮
崎
県
農
業
・
水
産
業
ナ

ビ　

ひ
な
た
Ｍ
Ａ
Ｆ
ｉ
Ｎ
」
が
開

設
さ
れ
ま
し
た
。
新
規
就
農
の
支

援
策
や
ス
マ
ー
ト
農
業
に
関
す
る

情
報
、
防
疫
情
報
、
補
助
事
業
や

制
度
資
金
な
ど
が
分
か
り
や
す
く

掲
載
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
全
国
の

農
業
に
関
す
る
団
体
・
機
関
へ
の

リ
ン
ク
先
が
網
羅
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
だ
け
で
な
く
イ

ン
ス
タ
グ
ラ
ム
や
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ

ク
な
ど
の
Ｓ
Ｎ
Ｓ
な
ど
で
登
録
で

き
ま
す
（
無
料
）。
詳
し
く
は
「
ひ

な
た
Ｍ
Ａ
Ｆ
ｉ
Ｎ
」
ウ
ェ
ブ
サ
イ

ト
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
先
／

県
農
政
水
産
部
☎
26
‐
７
１
２
３

　

安
全
で
有
利
な
国
の
退
職
金
制

度
を
活
用
し
ま
せ
ん
か
。
掛
け
金

の
一
部
は
国
の
助
成
を
受
け
ら
れ

ま
す
。
ま
た
、
掛
け
金
は
全
額
非

課
税
で
手
数
料
も
か
か
り
ま
せ
ん
。

さ
ら
に
、
社
外
積
み
立
て
に
な
る

た
め
管
理
が
簡
単
で
す
。

　

パ
ー
ト
タ
イ
ム
の
労
働
者
や
家

族
従
業
員
も
加
入
で
き
ま
す
。
詳

し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
先
／

（
独
）
勤
労
者
退
職
金
共
済
機
構

中
小
企
業
退
職
金
共
済
事
業
本
部

☎
03
‐
６
９
０
７
‐
１
２
３
４

　

散
歩
の
と
き
に
犬
の
フ
ン
を
放

置
し
た
り
そ
の
場
に
埋
め
た
り
す

る
人
が
い
る
と
い
う
苦
情
が
寄
せ

ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
行
為

は
飼
い
主
の
マ
ナ
ー
違
反
で
あ
る

だ
け
で
な
く
環
境
衛
生
上
も
問
題

で
す
。
皆
が
快
適
で
住
み
よ
い
ま

ち
に
す
る
た
め
、
犬
の
フ
ン
は
必

ず
持
ち
帰
っ
て
処
分
す
る
よ
う
に

し
ま
し
ょ
う
。

■
問
い
合
わ
せ
先
／

生
活
環
境
係
☎
77
‐
３
４
６
５

　

綾
北
川
は
、上
流
に
あ
る
第
一
・

第
二
発
電
所
の
発
電
の
出
力
変
動

に
よ
っ
て
放
流
さ
れ
る
水
量
が
増

減
し
ま
す
。
発
電
所
が
あ
る
河
川

の
下
流
で
は
、
天
候
に
か
か
わ
ら

ず
水
量
や
水
位
が
急
に
変
化
す
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。
河
川
に
立
ち

入
る
場
合
は
、
水
位
の
変
化
に
十

分
気
を
付
け
て
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
先
／

県
企
業
局
工
務
課

☎
26
‐
９
７
６
３

　

綾
町
で
は
、
木
造
住
宅
の
耐
震

診
断
・
設
計
改
修
に
関
す
る
補
助

事
業
を
行
っ
て
い
ま
す
。
次
の
期

間
に
「
自
宅
が
補
助
対
象
か
ど
う

か
分
か
ら
な
い
」「
補
助
内
容
を
具

体
的
に
知
り
た
い
」
な
ど
の
相
談

を
お
受
け
し
ま
す
。

◎
相
談
受
付
／
８
月
２
日
（
月
）

～
９
月
30
日
（
木
）
の
う
ち
平

日
の
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５

時
15
分

■
問
い
合
わ
せ
・
相
談
先
／

管
理
係
☎
77
‐
３
４
６
７

　

人
権
問
題
で
お
困
り
の
人
や
心

配
ご
と
が
あ
る
人
は
遠
慮
な
く
ご

相
談
く
だ
さ
い
。
相
談
は
無
料
で

秘
密
は
固
く
守
ら
れ
ま
す
。

　

同
日
は
電
話
相
談
（
☎
０
９
０

‐
３
７
３
２
‐
１
５
６
９
）
も
行

い
ま
す
の
で
、
気
軽
に
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

◎
日
時
／
８
月
20
日
（
金
）
午
前

10
時
～
午
後
３
時

◎
場
所
／
綾
町
公
民
館

◎
相
談
員
／
早
川
ゆ
り
、
中
薗
兼

次
※
高
岡
・
国
富
町
の
会
場
で
相
談

す
る
こ
と
も
で
き
ま
す

・・
高
岡
／
８
月
４
日
（
水
）

　

高
岡
総
合
支
所
会
議
室

・・
国
富
／
８
月
20
日
（
金
）

　

国
富
町
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー

■
問
い
合
わ
せ
先
／

町
民
係
☎
77
‐
３
４
６
６

　

毎
日
の
暮
ら
し
の
中
で
、
国
な

ど
の
仕
事
に
つ
い
て
「
苦
情
や

困
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
」「
制
度

や
仕
組
み
が
分
か
ら
な
い
」「
相
談

し
て
み
た
が
、
説
明
に
納
得
が
い

か
な
い
」「
ど
こ
に
相
談
し
た
ら
よ

い
か
分
か
ら
な
い
」
な
ど
が
あ
る

場
合
は
行
政
相
談
員
に
ご
相
談
く

だ
さ
い
。
相
談
は
無
料
で
秘
密
は

堅
く
守
ら
れ
ま
す
。

◎
日
時
／
８
月
20
日
（
金
）
午
前

10
時
～
午
後
３
時

◎
場
所
／
綾
町
公
民
館

◎
相
談
員
／
谷
口
俊
彦

※
宮
崎
行
政
監
視
行
政
相
談
セ
ン

タ
ー
（
☎
24
‐
１
１
０
０
）
で

も
相
談
を
受
け
付
け
て
い
ま
す

■
問
い
合
わ
せ
先
／

総
務
係
☎
77
‐
１
１
１
２

　

頭
の
ケ
ガ
や
脳
卒
中
な
ど
の
脳

の
病
気
の
後
に
、
次
の
よ
う
な
状

態
に
な
っ
て
い
る
場
合
は
、
脳
の

損
傷
で
起
こ
る
認
知
障
が
い
「
高

次
脳
機
能
障
が
い
」
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
県
身
体
障
害
者
相
談
セ
ン

タ
ー
で
相
談
を
受
け
付
け
て
い
ま

す
。

・・
物
忘
れ
が
増
え
た

・・
新
し
い
こ
と
が
覚
え
ら
れ
な
い

・・
注
意･

集
中
力
が
続
か
な
い

・・
発
語
や
読
み
書
き
が
上
手
く
で

き
な
い

・・
怒
り
っ
ぽ
く
な
っ
た

・・
無
制
限
に
食
べ
て
し
ま
う

■
相
談
先
／

県
身
体
障
害
者
相
談
セ
ン
タ
ー

☎
29
‐
２
５
５
６
（
平
日
の
午
前

９
時
～
午
後
３
時
30
分
）

行
政
相
談

特
設
人
権
相
談

水
位
の
変
化
に
注
意

お
願
い

相　

談

犬
の
フ
ン
を

放
置
し
な
い
で
く
だ
さ
い

木
造
住
宅
の

耐
震
化
に
関
す
る
相
談

高
次
脳
機
能
障
が
い
を

知
っ
て
い
ま
す
か

くらしの情報［ 8 月 ］

中
小
企
業

退
職
金
共
済
制
度
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くらしの情報［ 8 月 ］
　

ケ
ア
ハ
ウ
ス
う
る
お
い
の
里
の

調
理
員
を
募
集
し
ま
す
。

◎
募
集
人
員
／
１
人

◎
勤
務
日
数
／
月
15
日
以
内

◎
勤
務
時
間
／
午
前
６
時
30
分
～

午
後
６
時
30
分
の
間
で
６
時
間

（
遅
番
・
早
番
勤
務
あ
り
）

◎
給
与
／
時
給
８
０
０
円

◎
応
募
方
法
／
履
歴
書
を
持
参
ま

た
は
郵
送
し
て
く
だ
さ
い

■
問
い
合
わ
せ
・
応
募
先
／

綾
町
ケ
ア
ハ
ウ
ス
う
る
お
い
の
里

☎
77
‐
３
０
６
６

〒
８
８
０
‐
１
３
０
３

綾
町
大
字
南
俣
６
１
５

　

身
の
ま
わ
り
の
出
来
事
や
興
味

が
あ
る
こ
と
を
テ
ー
マ
に
、
統
計

グ
ラ
フ
を
作
り
ま
せ
ん
か
。

◎
応
募
資
格
／
小
学
１
年
生
以
上

◎
テ
ー
マ
／
自
由
（
小
学
４
年
生

以
下
は
児
童
自
ら
が
観
察
・
調

査
し
た
結
果
を
グ
ラ
フ
に
し
た

も
の
）

◎
応
募
作
品
の
規
格
／
Ｂ
２
判
で

紙
質
・
色
は
自
由

※
１
人
の
応
募
作
品
数
は
制
限
な

し
（
合
作
の
場
合
は
１
作
品
に

つ
い
て
５
人
以
内
）

◎
提
出
先
／
児
童
・
生
徒
の
場
合

は
応
募
票
を
記
入
し
学
校
を
通

し
て
応
募
（
一
般
は
申
込
用
紙

を
県
に
提
出
）

◎
応
募
期
限
／
９
月
３
日
（
金
）

■
問
い
合
わ
せ
先
／

県
統
計
調
査
課
☎
26
‐
７
０
４
２

　

電
話
相
談
「
み
や
ざ
き
い
の
ち

の
電
話
」
で
は
、
70
人
の
相
談
員

が
「
親
身
に
な
っ
て
聴
い
て
く
れ

る
聴
き
手
」
と
し
て
、
悩
み
を
持

つ
多
く
の
人
た
ち
が
生
き
る
喜
び

を
見
出
す
た
め
の
手
助
け
を
し
て

い
ま
す
。

　

事
務
局
で
は
、
24
時
間
３
６
５

日
体
制
で
の
運
用
を
目
指
し
、
相

談
員
を
募
集
し
て
い
ま
す
。
未
経

験
で
も
研
修
を
通
し
て
必
要
な
ス

キ
ル
を
身
に
付
け
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

◎
資
格
／
電
話
相
談
を
担
当
で
き

る
心
身
の
健
康
を
有
し
、
宮
崎

市
内
に
あ
る
活
動
場
所
に
通
う

こ
と
が
で
き
る
20
歳
以
上

◎
活
動
時
間
／
月
・
水
・
金
・
日

曜
日
の
午
後
９
時
～
午
前
４
時

お
よ
び
火
・
木
・
土
曜
日
の
午

後
６
時
～
午
前
４
時

◎
応
募
期
限
／
12
月
31
日
（
金
）

※
申
込
書
は
事
務
局
に
電
話
で
申

請
し
て
く
だ
さ
い

■
問
い
合
わ
せ
先
／

宮
崎
い
の
ち
の
電
話
事
務
局

☎
33
‐
９
５
５
７

　

県
母
子
寡
婦
福
祉
連
合
会
は
、

令
和
４
年
４
月
に
小
学
校
に
入
学

す
る
ひ
と
り
親
家
庭
の
子
ど
も
に

ラ
ン
ド
セ
ル
を
贈
呈
し
ま
す
。

◎
応
募
資
格
／
ひ
と
り
親
家
庭
で
、

児
童
扶
養
手
当
ま
た
は
母
子
・

父
子
家
庭
医
療
費
を
受
給
し
て

い
る
世
帯
で
あ
る
こ
と

◎
当
選
者
／
抽
選
で
10
人

◎
応
募
期
限
／
９
月
20
日
（
月
）

◎
応
募
方
法
／
応
募
用
紙
を
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
、

必
要
事
項
を
記
入
し
て
郵
送
し

て
く
だ
さ
い

◎
当
選
発
表
／
11
月
予
定

■
問
い
合
わ
せ
・
応
募
先
／

県
母
子
寡
婦
福
祉
連
合
会

☎
22
‐
４
６
９
６

〒
８
８
０
‐
０
０
０
７

宮
崎
市
原
町
２
‐
22

　

季
節
の
移
ろ
い
を
感
じ
る
花
壇

づ
く
り
に
つ
い
て
学
び
ま
せ
ん
か
。

移
植
ご
て
と
園
芸
用
手
袋
を
持
参

の
う
え
動
き
や
す
い
服
装
で
ご
参

加
く
だ
さ
い
。
事
前
申
し
込
み
は

必
要
あ
り
ま
せ
ん
。
参
加
無
料
。

◎
日
程
／
毎
月
第
４
木
曜
日
の
午

前
10
時
～
正
午

◎
場
所
／
綾
ナ
チ
ュ
ラ
ル
ガ
ー
デ

ン
錦
原

※
馬
事
公
苑
の
駐
車
場
を
ご
利
用

く
だ
さ
い

■
問
い
合
わ
せ
先
／

管
理
係
☎
77
‐
３
４
６
７

多
年
草
花
壇
づ
く
り
講
座

ラ
ン
ド
セ
ル
を
プ
レ
ゼ
ン
ト

パ
ー
ト
調
理
員（
求
人
）

県
統
計
グ
ラ
フ
コ
ン
ク
ー
ル

イ
ベ
ン
ト
・
催
し
物

募　

集

宮
崎
い
の
ち
の
電
話

相
談
員
募
集

Let's Vote ④
子どもと一緒に投票所に入ることができます
　投票する人が同伴する 18 歳未満の子
どもも投票所に入場することができます。
　子どものころに保護者の投票に付いて
いった経験の有無が投票参加意欲に影響
しているという調査結果もあります。小
さいころから選挙や投票に親しみを持つ
ことは、主権者教育の観点からも望まし
いものです。
　なお、投票の手続きは厳格に定められており、子どもが投票
用紙に記載したり投票箱に投函したりすることはできません。
投票にはルールがあることを子どもに伝えながら、投票しま
しょう。
※高校生など有権者であるか判断がつかない子どもについては、入場　

　をお断りする場合があります

（綾町選挙管理委員会）
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　本年度の第 1 回学校運営協議会は 6 月 7 日、町公民

館で開催されました。19 人の委員が日髙教育長から委

嘱状を交付され、小・中学校校長から学校運営の基本方

針の説明を受けるなどしました。委員からは「子ども

たちのため、大人は何ができるのか皆で考えていきた

い」「照葉樹林や伝統文

化を守り、ふるさとを

誇りに思う子どもたち

を育てたい」などの意

見が出されました。

　町の水道指定店 7 業者による水道施設での奉仕作業

は、6 月 8 日にありました。

　この活動は、ライフラインである水道施設の維持管理

を目的に毎年実施されているもので、今年は 20 人が参

加。錦原配水池など町内に 7 カ所ある水道施設で、周辺

の草刈り、剪定作業が

行われました。暑い中

でのボランティア活動

ありがとうございまし

た。

第1回学校運営協議会を開催 水道施設の草刈り

　認知症の人やその家族が住み慣れた地域で安心して

暮らせるように支援する認知症サポーターの養成講座

は、6 月 17 日に麓公民館で行われました。

　麓地区の 20 人が受講し、アルツハイマー型認知症

など 4 種類の認知症の症状を学んだほか、指を動かす

「頭の体操」を体験。また、ごみ出しやお茶会など 3 つ

の場面を想定した寸劇を通して、認知症の人を見守っ

たり交流を続けたりする大切さを学びました。

　参加者からは質問だけでなく介護で苦労した体験談

も出され、「運動や食習慣に気を付け元気に過ごせるよ

うにしたい」「自分が認知症にならないとは限らない。

皆で優しく見守らなければ」などの声が上がりました。

　同講座は 6 月 9 日に商工会、7 月 26 日に高年者研

修センターでも開講されました。開講を希望する場合

は地域包括支援センター（☎ 77-3141）にご連絡く

ださい。

認知症サポーターが増えています

　綾ユネスコエコパークまちづくりネットワーク協議

会が設立され、6 月 24 日に総会が行われました。

　同協議会は、町内で自走的に活動する地域づくり団

体が情報共有や連携を図ることで、まちづくりの機運

を高めていくために設立されたもので、16 団体が登

録しています。総会で

は本年度、研修や活動

発表を行うことに加え

SDGs を強く意識した

地域貢献を行うことな

どが決まりました。

　東諸地区保護司会綾支部（日髙正光会長）は 7 月 1 日、

「社会を明るくする運動」の法務大臣メッセージを籾田

町長に伝達しました。また、啓発グッズとしてタオルが

寄贈されました。

　社会を明るくする運動は、すべての国民が、犯罪と非

行の防止・立ち直りに

ついて考え、それぞれ

の立場で力を合わせて、

犯罪や非行のない地域

社会を築こうという国

民運動です。

ネットワーク協議会設立 社会を明るくする運動
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